
平成19年第 ７ 回辰野町議会定例会議録 (14 日目 )

１ . 招集年月日 　 平成19年11月27日

２ ． 開会場所 　 　 辰野町議事堂

３ ． 開会年月日 　 平成19年12月17日 　 午後 3 時

４ ． 議員総数   14名 　

５ ． 出席議員数 　 14名 　

  １ 番 　 　 中  村  守  夫 　 　  　 ２ 番 　 　 矢 ヶ 崎  紀  男

 　 ３ 番 　 　 永  原  良  子 　 　  　 ４ 番 　 　 前  田  親  人

　  ５ 番 　 　 宇  治  徳  庚 　 　 　 　 ６ 番 　 　 宮  下  敏  夫  

  ７ 番 　 　 成  瀬  恵津子 　 　 　 　 ８ 番 　 　 船  木  善  司 　

  ９ 番 　 　 三  堀  善  業 　 　   10番 　 　 中  谷  道  文

  11番  　 岩  田    清 　 　 　  12番 　 　 山  岸  忠  幸

  13番  　 根  橋  俊  夫 　 　   14番 　 　 篠  平  良  平

６ ． 会議事項

 　 日程第 1 　 議案第 6 号 　 平成19年度辰野町一般会計予算 （ 第 3 号 ）

　 　 日程第 2 　 議案第15号 　 平成19年度辰野町介護保険特別会計補正予算 （ 第 1 号 ）

　 　 日程第 3 　 議案第17号 　 辰野町公の施設の指定管理者の指定につい て

　 　 日程第 4 　 請願 ・ 陳情につい て の委員長報告

　 　 日程第 5 　 議員提出議案の審議につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 1 号 　 辰野町議会委員会条例の一部を 改正す る 条例につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 2 号 　 辰野町議会会議規則の一部を 改正す る 規則につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 3 号 　 道路特定財源の確保 を 求め る 意見書の提出につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 4 号 　 深刻な医師不足を 打開す る た めの法律の制定を 求め る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 意見書の提出につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 5 号 　 「看護師等の人材確保の促進に関す る 法律」 の改正を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 求め る 意見書の提出につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 6 号 　 保険で よ り 良い歯科医療の実現 を 求め る 意見書の提出
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 につい て

　 　 　 　 　 　 　 発議第 7 号 　 米価の抜本的な安定対策を 求め る 意見書の提出につい

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て 　 　 　

　 　 日程第 6 　 議会閉会中の委員会の継続審査につい て

７ ． 地方自治法第 121 条に よ り 出席 し た者

町長 　   　 　   　 矢 ヶ 崎 　 克  彦 　  副町長   　  　 赤  羽 　 八洲男

教育長 　 　    　 　 古  村 　 仁  士  　 総務課長 　 　   平  泉  栄  一

ま ちづ く り 政策課 長  小  澤 　 辰  一  　 住民税務課長   野  澤 　 修  一  

建設水道課長 　 　 　 　 根  橋 　 正  美   産業振興課長  　 桑  沢 　 高  秋  

保 健福祉課長 　  　  赤  羽 　 敏  明  　 会計管理者 　   加  島 　 範  久  

教育次長 　 　 　  　  白  鳥 　義  政 　 　病院事務長 　  　金  子 　 文  武

福寿苑事務長 　  　  小  沢 　睦  美 　  消防署長 　 　 　 　丸 　 山 　 　均  

開発公社常務理事 　 　竹  淵 　光  雄 　 　代表監査委員 　 　 小  野 　眞  一

８ ． 地方自治法第 123 号第 1 項の規定に よ る 書記

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議会事務局長 　 　 　 　竹  入 　 俊  男

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議会事務局庶務係長 　飯  澤   　誠

９ ． 地方自治法第 123 号第 2 項の規定に よ る署名議員

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議席 　 第 9 番 　 　 　 　 三 　 堀 　 善 　 業

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 議席 　 第10番 　 　 　 　 中 　 谷 　 道 　 文

１ ０ ． 会議の顚末 　

○局 　 長

ご起立願い ま す。 （ 一同起立 ） 礼。 （ 一同礼 ） 　

○議 　 長

 定足数に達し てお り ま すので、 第 7 回定例会第14日目の会議は成立いた し ま し

た。 直ち に本日の会議 を 開き ま す。 本日の議事日程は、 あ らかじめお手元に配付

し た とお り であ り ま す。 これよ り 日程に基づ く 会議に入 り ま す。 日程第 1 、 議案

第 6 号平成19年度辰野町一般会計補正予算 （ 第 3 号 ） を 議題といた し ま す。 これ
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よ り質疑、 討論をおこない ま す。

○山岸 （ 12番 ）

　 えー37ページの公営住宅の建設事業の委託料の関係なんですけれど も、 あの越

道団地の所の埋蔵文化財の基本調査だ と、 基本調査って言 う か調査だ と思い ま す

けれど も、 この費用が 157 万 5,000 円掛かって い ま す。 それに対 し て、 歳入14ペー

ジの方で国庫補助金から この事業に対 し て、 142 万 6,000 円出て い るわけなんで

すけれど も、 普通埋蔵文化財の調査には補助金って い う のは殆ど出な いって い う

話を聞い て い るんですけれど も、 ど う いった ま これ公営住宅って い う こだ と思 う

んですけれど も、 ど う いった時にそ う い う補助金が出 る のか、 で今回これは 9 割

く らい補助金が出て い るんですけれど も、 その割合はど う いった もの な のか分か

り ま し た ら、 お聞かせ ください。

○建設水道課長

　 えーとお答えいた し ま す。 えーと歳入の部分につき ま し ては、 えー地域住宅建

設事業の交付金とい う こ とで今回の公営住宅の建て替えの分に充て る 部分であ り

ま し て、 えー補助率は45％であ り ま す。 えーこの なかには、 えー他に まだ含まれ

る ものがあ り ま し て、 えー後の歳出にあ り ま すけれど も、 えー住宅の警報機です

ね、 義務付けられて これも含まれて この なかにあ り ま すのでご理解を いただきた

い と思い ま す。 えー補助金の対象に なってお り ま す。

○議 　 長

　 　他にあ り ませんか。

○根橋 （ 13番 ）

　 31ページですけれど も、 えー農業振興事業の有害鳥獣対策補助金36万 6,000 円

とい う こ とでござい ま すけれど も、 この中身はどの よ う な内容か説明 し て いただ

きたい と思い ま す。

○産業振興課長

　 この中身につき ま し てはあの う 電柵に対す る 補助金でござい ま す。 補助事業で

ござい ま す。

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り 、 議案第 6 号平成19年度辰野町一般会

計補正予算 （ 第 3 号 ） を採決いた し ま す。 本案は原案の とお り決す る にご異議あ
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り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 議案第 6 号は、 原案の とお り可決されま し た。

日程第 2 、 議案第15号平成19年度辰野町介護保険特別会計補正予算 （ 第 1 号 ） に

つい て を 議題といた し ま す。 これよ り質疑、 討論をおこな い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論 　 な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り 、 議案第15号平成19年度辰野町介護保

険特別会計補正予算 （ 第 1 号 ） を採決いた し ま す。 本案は原案の とお り決す る に

ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長 　

　 議な し と認め ま す。 よ って、 議案第15号は、 原案の とお り可決されま し た。 日

程第 3 、 議案第17号辰野町公の施設の指定管理者の指定につい て を 議題といた し

ま す。 総務産業建設常任委員会における 審査結果を、 総務産業建設常任委員長、

矢 ヶ 崎紀男議員 よ り 報告を 求め ま す。

○総務産業建設常任委員長

　 本定例会初日、 総務産業建設常任委員会に付託されま し た議案第17号 「辰野町

公の施設の指定管理者の指定につい て」 去る 12日担当課長、 職員の同席 を 求め本

義案につい て慎重に審査を行い ま し た。 以下審査の結果を 報告 し ま す。 この議案

はたつのパーク ホテルに於ける、 辰野町開発公社に よ る 指定管理が平成20年 3 月

31日を も って終了す る こ と から、 新た な指定管理者 と し て 「株式会社アセ ッ ト オ

ペレーターズ」 を 指定 し た い とす る ものです。 委員会の審査では同社は親会社の

「アセ ッ ト イ ンベス ターズ」 の 100 ％連結子会社で、 ホテル事業部 ・ スポーツ事

業部を担当し てお り 、 「ホテル日航茨城大阪」 や 「ホテル Ｊ Ａ Ｌ シテ ィ松山」 ボー

リ ング場などを経営し て い る との こ とであ り ま す。 ま た、 たつのパーク ホテルの

指定管理には最終的には 7 社が応募し た との こ とであ り ま す。 選定委員会 と町長

委嘱の 6 人の委員に よ る、 審査会が提示し た評価表の 11項目の条件などを 審査 し、

同社を選考し た との こ とであ り ま す。 選考理由と し ては、 同社はホテル事業 ・ ス

4



ポーツ事業 を主要業務 と し てお り 、 経営難に陥ったホテルを短期間に再生し なが

ら、 経営し て い る 実績。 新し い取組みに向けて の姿勢、 グループ会社の幅広いネ ッ

ト ワークに よ り 、 町外からの誘客が望め る など期待が持て る こ と。 町は指定管理

料を支払わず施設利用に対す る負担金と し て、 同社から年間1,200万円を支払って

も らい更に、 収益に よ っては利益還元も提案 し てお り 町の財政面から も メ リ ッ ト

があ る こ と。 ま た、 同社の経営面に於ける 安定性とい う 点で も他社と比較し、 高

い評価 を得る こ と等であ り ま す。 委員から も同社が辰野町に対 し て魅力と明 る い

展望を持って、 地域と一体と な り積極的に事業展開を図ろ う とい う 姿勢を 高 く評

価す る 等の意見が出され、 審査の結果、 リ ス ク管理の徹底を希望し全員一致で可

決し ま し た。 全議員の賛同で可決いただき ま す よ う お願い し、 委員長報告 といた

し ま す。

○議 　 長

　 　 委員長報告に対す る質疑を行い ま す。

○根橋 （ 13番 ）

　 えーと議論の なかであの、 現在働い ておられる職員の皆さんの処遇などについ

て、 この 「アセ ッ ト オペレーターズ」 との話合いでどの よ う な、 話合い と言い ま

すかね、 協議が今後な され得る のかそのへんはあの、 議案の審査の なかではどの

よ う な審査 を された で し ょ う か。

○総務産業建設常任委員長

　 あの基本的には現状勤め て い る 人た ち も、 おー使って いただ く とい う方向であ

る とい う こ と と、 ま たあの う 社員教育 を これから徹底し て新し いホテルの愛され

るホテル と そ う い う形に持って行 く とい う こ とで、 従業員も基本的にはもちろん

その人の資質の問題もあ り ま し ょ う けれど も、 面接等 を通じてえー採用し て い く 、

100 ％それが可能かど う かは別 と し て、 そ う い う方向とい う こ とであ り ま す。

○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これよ り 議案第17号、 辰野町公の施設の指定管理者の

指定につい て を採決いた し ま す。 委員長報告は原案可決であ り ま す。 委員長報告
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の とお り決す る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 議案第17号は、 委員長報告の とお り可決されま

し た。 日程第 4 、 請願 ・ 陳情につい て の委員長報告 を 議題とい た し ま す。 本定例

会初日に、 常任委員会へ付託と な り ま し た陳情につい て、 各常委員長 よ り 審査結

果の報告を 求め ま す。 始めに、 「深刻な医師不足 を 打開す る た めの法律の制定を

求め る 陳情書」 「看護師等の人材確保の促進に関す る 法律の改正を 求め る 陳情書」

「後期高齢者医療制度の中止 ・ 撤回 を 求め る 陳情」 「保検で よ り 良い歯科医療の

実現を 求め る 意見書採択につい て の陳情」 以上 4 件につい て、 社会福祉教育常任

委員会における 審査結果を、 社会福祉教育常任委員長、 山岸忠幸議員 よ り 報告を

求め ま す。

○社会福祉教育常任委員長

　 え去る 12日、 委員会室に於い て、 委員全員出席の も と当委員会に付託された陳

情、 第11号 「深刻な医師不足 を 打開す る た めの法律の制定を 求め る 陳情書」 陳情

第12号 「看護師等の人材確保の促進に関す る 法律の改正を 求め る 陳情書」 陳情第

13号 「後期高齢者医療制度の中止 ・ 撤回 を 求め る 陳情」 陳情第14号 「保検で よ り

良い歯科医療の実現 を 求め る 意見書採択につい て の陳情」 の陳情 4 件につい て慎

重に審査を行い ま し た。 以下委員会の審査内容に沿って報告いた し ま す。 陳情第

11号 「深刻な医師不足 を 打開す る た めの法律の制定を 求め る 陳情書」 提出者、 長

野県医療労働組合連合会、 執行委員長、 渡辺一信氏。 本陳情は 1 、 医師の要請 を

大幅に増やし、 勤務条件の改善 を図る た め医師確保に向けた、 必要な法律 を 制定

す る こ と。 2 、 当面この間の削減数 を戻し、 医学部の定数 を最高時8,360名、 現在

よ り 735 名増ま で増やすこ と。 の意見書を国の関係機関に提出す る こ と を要望し

た陳情であ り ま す。 え、 医師不足につい ては、 当町も痛感し て い る こ とであ り 、

医師の数を増やし て欲し い とい う願いは委員全員共通の ものであ り ま す。 まず医

師の過酷な勤務状況 とい う こ とで、 病院事務長 よ り説明 を受けま し た。 え、 その

なかでは、 医師の当直は １ 人、 月平均 3.3 日であ る こ と。 当直明け勤務も あ り 長

時間の連続勤務があ る こ と。 土日の当直は信大からの派遣があ り助かってはい る

が、 診療科に よ っては常にオン コール状態で なかなか気の休ま る 時の な い状態が
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続い て い る こ と。 などが報告されま し た。 え、 委員からは他の職種ではあ り得な

い勤務状況であ り 、 人の命に関わる職業で この よ う な状態が続 く こ と を危惧す る

声があ り ま し た。 ま た地方の国立大学に医学部のあ る こ との意味を 根本的に問 う

意見も あ り ま し た。 と もか く 医師数 を増やすこ とは、 急務であ る と し 委員全員本

陳情に賛成 し、 意見書を 提出すべき と し て採択に決し ま し た。 陳情第12号 「看護

師等の人材確保の促進に関す る 法律の改正を 求め る 陳情書」 提出者、 長野県医療

労働組合連合会、 執行委員長、 渡辺一信氏。 本陳情は 1 、 看護職員 を大幅に増員

す る た め、 夜勤を 月 8 日以内に規制す る など、 看護師当の人材確保の促進に関す

る 法律 を 改正す る こ と。 2 、 看護婦等の確保 を 促進す る た めの措置に関す る基本

的な指針を、 全面的に改正 し 看護職員時給見通し と統合し て、 国と都道府県が策

定す る 看護職員確保計画に改め る こ と。 の意見書を国の関係機関に提出す る こ と

を要望し た陳情であ り ま す。 え、 まず病院事務長 よ り 辰野病院での看護師の勤務

状況の説明を受けま し た。 えー夜勤の勤務は １ 人平均月に 8 日から 10日行って い

る こ と。 看護体制では、 夜勤は患者14人に対 し、 看護師 1 人。 ま た日勤では 7 人

から 8 人に １ 人の割合であ り 、 平均し て 10対 1 の看護体制 との こ とであ り ま し た。

え入院経験のあ る 議員からは夜間、 ナース コールで走 り 回って い る様子や食事 ・

排泄の介護など看護師で な く て も、 と思われる作業に多 く の時間が取られて い る

様子などが話されま し た。 えー事務長から夜間勤務が法的に規制される と、 自治

体病院の多 く が人件費等の問題で大変に な る との声も あ り ま し たが、 根本的には

看護師の労働環境の改善が必要との こ と から、 委員全員、 本陳情の主旨に賛同し

意見書 を 提出すべき と し て採択に決し ま し た。 なお、 意見書案につき ま し ては一

部を簡略化し 提出す る こ と といた し ま し た。 えー、 陳情第13号 「後期高齢者医療

制度の中止 ・ 撤回を 求め る 陳情」 提出者、 長野県社会保障推進協議会、 代表、 束

原進氏。 本陳情は新た な後期高齢者医療制度は中止 ・ 撤回す る こ との意見書を国

の関係機関に提出す る こ と を要望し た陳情であ り ま す。 え、 この制度その ものに

つい ては、 先の 9 月議会に出された請願に よ り 、 ま た一般質問 ・ 議員全員協議会

での担当課からの説明に よ り 理解し て い る もの と し て、 委員全員の意見を聞き ま

し た。 え、 不採択 とす る 議員からは 「国民全員が相応の負担を し てゆ くべき もの

であ り 、 現役世代も疲弊し て い る なか年金受給者から も応分な もの を負担し て い

ただかない と医療制度が成 り立た な い。 」 ま た、 「この段階ま できていれば仕方
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な い」 などの意見が出されま し た。 ま た採択すべし との議員からは、 「前回 9 月

の時から この 3 箇月の間に既に制度の見直し も出されてきてお り 、 こ こで中止 ・

撤回の意見書 を 出すべきであ る。 」 「この制度では納付書に よ り納入す る 人た ち

からは、 必ず医療を受けられな く な るお年寄 りが出て く る のではな いか。 」 等の

意見があ り ま し た。 え、 これに対 し ては 「弾力のあ る運営を し て い く しかな い。 」

と言った声があ り ま し た。 え採決の結果、 採択に賛成の者 1 名、 不採択 とす る 者

5 名に て当委員会 と し ては、 本陳情 を 不採択 とす る こ とに決し ま し た。 なおこの

制度につい て、 まだ多 く の住民が理解し て い る とは思えず、 と りわけ該当す る 高

齢者への周知が遅れて い る と思われる ので、 あ らゆる機会を利用し て早期に周知

される こ と を、 要望し ておき ま す。 陳情第14号 「保検で よ り 良い歯科医療の実現

を 求め る 意見書採択について の陳情」 提出者長野県保険医協会、 会長、 鈴木信光

氏。 え本陳情は保険で よ り よ い歯科医療の実現を 求め る 意見書 を国、 関係機関に

提出す る こ と を要望し た ものであ り ま す。 え担当課 よ り 歯科治療での保険の適用

範囲、 新た な治療法、 診療報酬の引き下げなどについ て の概略の説明 を受け、 審

査に入 り ま し た。 委員からは 「今、 歯科技工士が減ってきて い る のでは」 といっ

た こ とや、 技師 ・ シンビ歯科 といった こ と など、 歯科医療 を取 り巻 く 現状や話題

等が出されま し た。 そ う し た なか本陳情に関 し ては委員全員主旨に賛同し、 意見

書を 提出すべき と し て採択 といた し ま し た。 以上陳情 4 件の委員会での審査結果

を 報告 し、 別途意見書 を 提案い た し ま すので議員の賛同を いただき ま す よ う 、 お

願いす る ものであ り ま す。 以上委員長報告 と し ま す。

○議 　 長

　 　 委員長報告に対す る質疑を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑 　 な し ）

○議 　 長

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論をおこな い ま す。

（ 討論 　 な し ）

○議 　 長

　討論を終結いた し ま す。 これよ り採決を いた し ま す。 始めに 「深刻な医師不足

を 打開す る た めの法律の制定 を 求め る 陳情書」 を採決いた し ま す。 本案に対す る

委員長報告は採択であ り ま す。 委員長報告の とお り決す る にご異議あ り ませんか。
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（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の とお り決し ま し た。 次に、

「看護師等の人材確保の促進に関す る 法律の改正 を 求め る 陳情書」 を採決いた し

ま す。 本案に対す る 委員長報告は採択であ り ま す。 委員長報告の とお り決す る に

ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の とお り決し ま し た。 次に、

「後期高齢者医療制度の中止 ・ 撤回 を 求め る 陳情」 を採決いた し ま す。 本案に対

す る 委員長報告は不採択であ り ま す。 委員長報告の とお り決す る にご異議あ り ま

せんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の とお り決し ま し た。 次に、

「後期高齢者医療制度の中止 ・ 撤回 を 求め る 陳情」 を採決いた し ま す。 本案に対

す る 委員長報告は、 不採択であ り ま す。 委員長報告の とお り決す る にご異議あ り

ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

異議な し と認め ま す。 よ って本案は委員長報告の とお り決し ま し た。 次に 「保検

で よ り 良い歯科医療の実現を 求め る 意見書採択につい て の陳情」 を採決いた し ま

す。 本案に対す る 委員長報告は採択であ り ま す。 委員長報告の とお り決す る にご

異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の とお り決し ま し た。 続い て、

「米価の安定対策 を 求め る 陳情につい て」 総務産業建設常任委員会における 審査

結果を、 総務産業建設常任委員長、 矢 ヶ 崎紀男議員 よ り 報告を 求め ま す。
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○総務産業建設常任委員長

　 本定例会初日、 総務産業建設常任委員会に付託された陳情第15号 「米価の安定

対策を 求め る 意見書提出に関す る 陳情書につい て」 であ り ま す。 去る 12日担当課

長、 職員の同席を 求め、 本陳情につい て慎重に審査を行い ま し た。 以下、 審査の

結果を 報告 し ま す。 平成19年度産の米価は米の消費量が年々減少す る なかで、 生

産調整の実効性が確保できて い な い こ とや、 全農の仮渡し金の変更が各産地の販

売行動や卸売 り 業者の購買行動に多大な影響を与えてお り ま す。 全国の水稲の作

況指数は99 であ り ながら、 米価は大幅に下落す る異常事態 と なってお り ま す。 こ

う し た米価の大幅下落は、 経営規模の大きい農業者 を直撃す るだけで な く 、 小規

模 ・ 高齢者を含め て多数の農業者の経営を 不安定な もの と し、 地域農業、 地域経

済の活路を損なって い る状況にあ り ま す。 米価下落の原因は政府が米改革に米の

流通責任を放棄し た た めに大手スーパーや大手外食産業、 大手米卸が買い叩 く と

価格破壊を行って い る などであ り ま す。 加えて政府米の購入に際し て、 政府自身

が安価な買い入れの先頭に立つ一方、 かつて加工用に振 り向けて いた古米、 超古

米を 出来秋に超安値で放出 し てきた こ とにあ り ま す。 今の自体を放置す る な らば

農家の米の生産を維持す る こ と が困難に な り 、 政府が推進す る担い手対策さ え危

ぶまれる 自体と な り かねません。 委員からは陳情に対 し て の主旨には異論はな く

理解を示し た意見が出され審査の結果、 全員一致で採択 と決し ま し た。 なお委員

から陳情書の なかでの地方自治法第99条に も とづ く国に対す る 意見書を決議す る、

旨の文言が明示されて い な い こ と が指摘され、 陳情代表者に対 し て この旨を通知

す る こ とで委員全員了解し ま し た。 議員全員の賛同に よ り 原案可決 く ださい ま す

よ う お願い し、 委員長報告 と し ま す。

○議 　 長

 　 委員長報告に対す る質疑、 討論を行い ま す。

( 質疑、 討論 　 な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り採決を いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。

本案に対す る 委員長報告は採択であ り ま す。 委員長報告の とお り決す る にご異議

あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）
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○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 本案は委員長報告の とお り決し ま し た。 日程第

5 議員提出議案の審議につい て を 議題といた し ま す。 発議第 1 号 「辰野町議会委

員会条例の一部を 改正す る 条例につい て」 、 発議第 2 号 「辰野町議会会議規則の

一部を 改正す る 規則につい て」 の 2 件を 議題といた し ま す。 議案の朗読を いた さ

せま す。

○事務局長 　

（ 事務局長朗読 ）

○議 　 長

　 　 こ こで、 提出者であ り ま す宇治徳庚議員 よ り趣旨説明を 求め ま す。

○宇治 （ 5 番 ）

　 それでは発議第 1 号、 及び発議第 2 号の提案理由を申し上げま す。 えー地方自

治法の一部改正に伴 う標準町村議会委員会条例 と、 同会議規則の一部改正が行わ

れま し た。 これに伴い、 当町議会の委員会条例 と会議規則の一部を 改訂す る もの

です。 始めに発議第 1 号、 辰野町議会委員会条例の一部を 改訂す る ものですが、

法改正前は、 常任委員会を 会期の始めに議長が会議に諮って選任す る こ と と され

て いた ため閉会中の補欠選挙で当選し た議員は直ち に委員会活動に参加できない

とい う不具合があ り ま し た。 今回の改選に よ り 閉会中で も議長が委員を選任でき

る よ う に し た ものです。 次に発議第 2 号、 辰野町議会会議規則の一部を 改訂す る

ものです。 第13条では、 議案を 提出す る権限は議員 と なって い ま し たが、 今回の

改正で委員会で も議案 を 提出でき る こ との追加であ り ま す。 第37条関係は、 委員

会に付託し な いででき る 規定であ り ま す。 第70条第 2 項中第98条中及び第 108 条

中につい ては改正に伴 う項の変更であ り ま す。 第 114 条につい ては、 電磁的記録

を追加 し た ものです。 附則、 両改正 と も交付の日から施行す る ものです。 全議員

の賛同を い ただき原案可決い ただき ま す よ う お願い し、 提案理由の説明 といた し

ま す。

○議 　 長

　 これよ り質疑、 討論を行い ま す。

（ 質疑、 討論 　 な し ）
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○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 始めに発議第 1 号 「辰野町議会委員会条例の一

部を 改正す る 条例につい て」 を採決いた し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は原案

の とお り決す る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 1 号は原案の とお り可決されま し た。 次

に、 発議第 2 号 「辰野町議会会議規則の一部 を 改正す る 規則につい て」 を採決い

た し ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案は原案の とお り決す る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 2 号は原案の とお り可決されま し た。 次

に、 発議第 3 号 「道路特定財源の確保を 求め る 意見書の提出につい て」 を 議題と

い た し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 事務局長朗読 ）

○議 　 長

　 　 こ こで、 提出者であ り ま す矢 ヶ 崎紀男議員 よ り趣旨説明を 求め ま す。

○矢 ヶ 崎 （ 2 番 ）

　 発議第 3 号、 道路特定財源の確保 を 求め る 意見書の提案理由を申し上げま す。

この意見書につき ま し ては、 本年 9 月11日に開催し た長野県道路整備規制同盟会

定期総会で道路特定財源の確保につい て決議された こ とに伴い、 上伊那土木関係

3 団体の会からの要請に よ る こ と から本意見書を 提出 し た いものであ り ま す。 昨

年12月に閣議決定された、 道路特定財源の見直し に関す る具体策には真に必要な

道路整備は推進す る こ と が盛 り込まれてはい る ものの、 一方では毎年の予算で歳

出を上回 る 税収は、 一般財源化す る こ と が明記されま し た。 道路整備が遅れて い

る 地方にあっては道路特定財源に加えて、 多額の一般財源 を充当し整備を し て き

てお り ま す。 今後 と も効率的 ・ 効果的な道路整備を 計画的に進め て いきたいわけ

ですが、 現在国で策定されて い る 道路整備の中期的な計画に於ける、 真に必要な

道路整備の考え方に よ っては地方に と って必要な道路整備が、 大幅に遅れる ので
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はな いか と大変危惧し て い ま す。 し たがって国に於い ては、 公共交通機関が整っ

て い る大都市 と整備が遅れてい る 地方では、 道路整備に対す る 住民の意識が違い

があ る こ と を十分認識し、 地方の声や実情に十分配慮し た地方が真に必要と し て

い る 道路整備が遅れる こ とがない よ う 、 道路整備の安定的な財源確保が図られる

こ と を強 く要望す る ものであ り ま す。 なお本年10月30日に開催された長野県町村

議会議長会に於い て、 決議された国 ・ 県に対す る要望事項につい て の なかの、 道

路の整備促進に関わる要望と も一致し て い る ものであ り ま すので、 全議員の賛同

を い ただき原案可決 く ださい ま す よ う お願い し、 提案理由の説明 とい た し ま す。

○議 　 長

　 　 これよ り質疑を行い ま す。

○根橋 （ 13番 ）

　 えーそれでは質問し た い と思 う んですけれど も、 意見書のあの う 要望事項、 記

の 1 番ですけれど も あの最後の と こ ろに、 えーこ う し たあの中期計画を 実施 し て

い く 財源について、 道路特定財源で賄 う こ と とい う 要望に なって い るわけですけ

れど も、 えーっ と この表現でいき ま す と そのえー前提 と し ては、 これらの財源は

道路特定財源以外の財源があ る とい う よ う な こ と から、 こ う い う 表現に なって い

る とい うふ う にあの思 う わけですけれど も、 あの う これいろいろ調べてみて も例

えば町道の整備を考えてみて も、 ま国からの現在交付金あ る いは町の一般財源 と

い う こ と だ と思い ま すが、 この、 ま国の交付金とい う のは道路特定財源の よ う で

すけれど も、 こ こで言って い る今後その財源を 道路特定財源って い う よ う な表現

とい う こ とは、 一般財源相当分ま で道路特定財源で なんらかの形で賄 う よ う に と

い う こ と を 意味し て い る ので し ょ う か。

○矢 ヶ 崎 （ 2 番 ）  

　 えーと あの う ご存じの とお り に地方に於い てはまだあの、 う ーん非常に道路問

題が当町に於い て も、 んー未熟な点と言 う かまだ改良を 加えて いかなければな ら

な い箇所 とい う ものは相当多数わけでござい ま し て、 やは り あの う道路特定財源

その ものは道路その もの、 のみに使 う こ と が我々あの う この ために税金を納め て

い るわけでござい ま すので、 やは り 道路特定財源 を これに使 う とい う こ と と、 そ

れから現状一般財源の なかからの持ち出 し を し て い るわけですから、 これその も

のは道路特定財源でえーやるべきだ と そ う 考えま す。
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○根橋 （ 13番 ）

　 え、 そ う し ま す とですね、 あの う 今の説明です と町の一般財源も道路特定財源

で賄えって い う こ とですから、 そ う し ま す とですね今の地方交付税交付金以外に

ですねそ う い う道路使用す る た めの、 何か町がそれに使える よ う な形の もの を要

望し て い る って い う こ とで し ょ う か。

○矢 ヶ 崎 （ 2 番 ）

　 いえ違い ま す。 要す る にあの う我々はあの う道路特定財源その もの をやは り 道

路整備その ものに使って、 他にはあーえー使 う こ とはこの税のあれから言って も、

好ま し く な いであろ う と地方の道路遅れて い る箇所、 あ る いはあーんーバイパス

化に し て も、 道路特定財源を も ってそれに充た るべきだ と そ う 考えま す。

○議 　 長  

　 　質疑を終結いた し ま す。 討論を行い ま す。 始めに反対討論を行い ま す。

○根橋 （ 13番 ）

　 えーと ま 道路特定財源に ま、 つき ま しはま 道路状況の改善 とい う こ とで、 戦後

1949 年に ま当時の田中角栄議員らに よ る まあ議員立法で成立を し、 1968年には自

動車重量税がま、 創設を され、 ま これは道路特定財源ではな いですが実質上、 道

路特定財源 と し て ま運用されてきた こ とはご案内の とお り であ り ま す。 でその後

実際の道路建設の実態を 見てみま す と、 国に於ける 高速道路だ とか主要幹線道路

この建設が優先を され、 地方道路の整備が進 ま ない とい う状況、 特に近年は、 っ

とい う状況があ り ま し た。 そ う いった なかで特に近年、 必要性に疑問が残る 道路

建設もな されてきてお り ま す。 こ こが今一番問題に なってきて い る こ と か と思い

ま す。 で しかも この今後の こ と を考えま す と車社会の、 おー進展の なかで道路特

定財源の税収とい う のはずーっ と増収に なってきて い る 一方では、 まあ さ きほど

申し上げま し た よ う に道路整備が進んで く る なかでは、 道路事業計画 とい く もの

は今の税収を 下回ってい る とい う こ とで、 この間その余った分とい う のは一般財

源に ま充当を されてきた経過があ るか と思い ま す。 であの これらについ て問題点

と し ては今申し上げま し た よ う に、 これを創立された当初と比較し て ま 道路整備

は格段に まあ進んできて い る なかで、 え この道路特定財源 とい う ものがこの主旨

だけから言 う と、 道路整備に しか使えな い とい う こ とで、 例えば環境対策だ とか

あ る いはあの交通事故対策あ る いは社会保障への財源論などいろいろな議論があ
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り 、 えー12月 6 日付けの、 おー朝日新聞の社説など読んでみて も大きなそ う い う

流れがあ るわけであ り ま す。 ま た問題点の 2 番目に強 く 指摘されて い る のは、 こ

の道路特定財源の配分を巡って、 実際には中央の、 おー中央政府レベルでの意向

が強 く反映を されて し ま い、 まあ地方自治体は国に対 し て まあ陳情 し て い く よ う

な姿がずっ と あって、 それでその結果結局地域間格差が生まれた り 、 ま利権も生

じて く る など とい う指摘も まあ るわけであ り ま す。 ま こ う し た なかでえーこ う し

た制度 を固定化し て い く とい う こ とは、 例えば19年度国の予算 を 見て も、 道路特

定財源の税収って のは約 5 兆6,000億余あ る なかで、 えー不必要な道路建設 とい う

も、 ま 進め て い く恐れも あって、 そ う し て ま たその一方で さ きほど申し上げま し

たけれど も、 真に必要な地方道路の整備って い う のはまあ相変わらずこ この と こ

ろを いじ らな いかぎ り 進 ま ない と。 こ う し た こ と も まあ固定化されて いって し ま

う 、 ま恐れがあ るわけであ り ま す。 ま た国の一般財源の今の税収不足の状況から、

ま 医療費や福祉関連予算あ る いは、 民生費あ る いはあの う などの ま、 非常に厳し

い歳出削減が今後も予定されておって、 ま た地方交付税の交付金も財源不足 を 理

由と し て一環し て ま削減を されてきてお り ま す。 ま こ う し た こ と から、 道路特定

財源を ま 一般財源化し て、 その なかで道路整備計画や地方交付税 ・ 社会保障対策 ・

環境対策などについ て、 ま 総合的に検討を し て道路特定財源の今後のあ り 方も議

論し て い くべきであ る と考える ものです。 で自民党、 公明党の与党は一般財源化

に反対 を し て この 12月 8 日には暫定税率の 10年間の維持などの対応を、 ま 政府 と

合意 し た とい うふ う に報道を されてお り ま すけれど も、 えその なかには今後10年

間で 59兆円もの道路整備計画に新た に投資を す る こ と も含まれてお り ま す。 まそ

の一方で地方道路整備促進対策 とい う の も若干あ り ま すけれど も、 中身的には不

透明な い しは不十分と言わざ る を得ません。 えま たあの少子高齢化や脱車社会へ

の流れも加速し て く なかで、 こ う し た制度 を この ま ま 続けてい く とい う こ とは大

きな疑問があ る と言わざれません。 そ う し た意味で道路特定財源の道路建設へ固

定化す る今回の意見書には反対であ り ま す。 以上であ り ま す。

○議 　 長

　 　 次に賛成討論を行い ま す。

○宮下 （ 6 番 ）

　 えー私は賛成の立場から意見を申し上げま す。 えー道路は活力あ る社会 ・ 経済
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活動等、 豊かな文化生活を支える も っ と も根幹的な社会主本であ り ま す。 当町に

於い て も、 国道 153 号線をはじめバイパス化等、 道路改良は切実な課題と なって

お り ま す。 少子高齢化が進行す る なかで、 地方に於ける 道路が果たす役割は特に

大き く主要な幹線道路を始め、 通勤 ・ 通学 ・ 通院等に利用す る生活に密着し た道

路の整備は十分とは言えな い状況にあ り ま す。 道路整備が遅れて い る 地方では道

路特定財源に加え、 多額の一般財源を充当し整備を行ってきた と こ ろであ り ま す。

今後の具体的な道路整備の姿を示す、 中期的な計画の策定にあたっては地方の意

見を十分反映させ、 地方に於ける 道路の着実な整備 と適正な維持 ・ 管理が確実に

図られる た めに、 必要な安定的な財源を 確保す る こ と を強 く 求め る ものであ り ま

す。 以上に よ り採決に賛成いた し ま す。

○議 　 長

　 　反対討論の方、 ござい ま すか。

○永原 （ 3 番 ）

　 え、 新聞報道に よれば世論調査では、 道路財源の暫定税率延長反対が 68％も あ

り 、 使い道 を 道路整備に限る 現在の制度 を 改めて、 一般財源にす る こ とについて

は賛成が 46％で反対の 41％を上回って い ま す。 ま た道路特定財源国費の平成15年

から 18年の使途を調べてみま す と、 えー 4 割近 く 本州四国連絡橋公団の債務返済

に充て られて い ま す。 ま た こ こ何年かは道路以外への投資が拡大し てい ま す。 以

上の点を 見て も、 道路特定財源の確保を 求め る とい う意見書では不十分であ り 、

道路特定財源の確保 とい う 表現では本当に地方の生活道路が良 く な る とは思い ま

せん。 よ って この意見書には反対です。

○議 　 長

　 　賛成討論あ り ま すか。

○前田 （ 4 番 ）

　賛成の立場から発言いた し ま す。 えーそもそも道路特定財源制度 とは、 受益者

負担の大原則に基づき道路の利用者、 つ ま り えー自動車の所有者やその燃料を使

用し た人が、 道路の建設維持の費用を負担す る 制度であ り ま す。 合理性 ・ 公平性 ・

安定性に優れた制度であ り 、 戦後の道路整備、 ひい ては我が国の経済社会への発

展の牽引し てきた、 えー役割は歴史的に高 く評価されて い るわけであ り ま す。 道

路特定財源の一般財源化は、 道路の整備に特定されて い る 目的税の流用に他な り
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ません。 ま た、 最近の原油高に よ る燃料費の高騰を受けて、 えー断定税率の解除

や二重課税の見直し を 求め る 道路使用者、 特に運輸業界の悲鳴に近い声を考慮す

れば、 道路特定財源の目的外使用は許される ものではあ り ませんし、 論外であ る

と思い ま す。 当然税金であ る以上、 無駄で無節操な使われ方が許される ものでは

あ り ませんけれど も、 道路整備の充足率がまだまだ低い地方に と って、 道路整備

費用が担保できな い道路特定財源の一般財源化は、 断固 と し て阻止し なければな

り ません。 えー本日の新聞に載って いたアンケー ト 調査結果の 「道路 よ りは生活

を」 とい う 庶民の切実な要望は理解でき ま す し、 私も一個人 と し ては賛同す る も

のであ り ま すが、 地方自治の末端を担 う町会議員 と し て、 道路整備予算の確保こ

そが町民福祉の向上に大き く寄与す る とい う こ と を 確信し て、 この度の道路特定

財源の確保を 求め る 意見書採択に賛成いた し ま す。

○議 　 長

　他にござい ま すか。 討論を終結いた し ま す。 これよ り 発議第 3 号 「道路特定財

源の確保を 求め る 意見書の提出につい て」 を採決い た し ま す。 反対の意見があ り

ま し た ので、 採決は起立に よ り行い ま す。 お諮 り いた し ま す。 本案 を 原案の とお

り決す る に賛成の方は、 起立願い ま す。

（ 11人 　起立 ）

○議 　 長

　起立多数であ り ま す。 よ って、 発議第 3 号 「道路特定財源の確保を 求め る 意見

書の提出につい て」 は原案の とお り可決されま し た。 次に発議第 4 号 「深刻な医

師不足 を 打開す る た めの法律の制定を 求め る 意見書の提出につい て」 を 議題とい

た し ま す。 議案の朗読を い た させま す。

○事務局長

（ 事務局長朗読 ）

○議 　 長

　 これよ り質疑、 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り 、 発議第 4 号 「深刻な医師不足 を 打開

す る た めの法律の制定を 求め る 意見書の提出につい て」 を採決いた し ま す。 本案
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は原案の とお り決す る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 4 号は原案の とお り可決されま し た。 次

に発議第 5 号 「看護師等の人材確保の促進に関す る 法律の改正を 求め る 意見書の

提出につい て」 を 議題といた し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 事務局長朗読 ）

○議 　 長

　 これよ り質疑、 討論を行い ま す。

（ 質疑、 討論な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り 、 発議第 5 号 「看護師等の人材確保の

促進に関す る 法律の改正を 求め る 意見書提出につい て」 を採決いた し ま す。 本案

は原案の とお り決す る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長 　

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 5 号は原案の とお り可決されま し た。 次

に発議第 6 号 「保検で よ り 良い歯科医療の実現を 求め る 意見書の提出につい て」

を 議題とい た し ま す。 議案の朗読を い た させま す。

○事務局長

（ 事務局長朗読 ）

○議 　 長 　

　 　 これよ り質疑、 討論を行い ま す。

（ 質疑、 討論な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り 、 発議第 6 号 「保検で よ り 良い歯科医

療の実現を 求め る 意見書の提出につい て」 を採決いた し ま す。 本案は原案の とお

り決す る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）
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○議 　 長 　

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 6 号は原案の とお り可決されま し た。 次

に発議第 7 号 「米価の抜本的な安定対策を 求め る 意見書の提出につい て」 を 議題

といた し ま す。 議案の朗読を いた させま す。

○事務局長

（ 事務局長朗読 ）

○議 　 長

　 　 これよ り質疑、 討論を行い ま す。 あ り ませんか。

（ 質疑、 討論な し ）

○議 　 長

　質疑、 討論を終結いた し ま す。 これよ り 、 発議第 7 号 「米価の抜本的な安定対

策を 求め る 意見書の提出につい て」 を採決いた し ま す。 本案は原案の とお り決す

る にご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長 　

　異議な し と認め ま す。 よ って、 発議第 7 号は原案の とお り可決されま し た。 日

程第 6 「議会閉会中の委員会の継続審査につい て」 を 議題とい た し ま す。 総務産

業建設常任委員長、 社会福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から別紙の とお

り 、 「閉会中の継続審査申し 出書」 が提出されま し た。 お諮 り い た し ま す。 辰野

町議会会議規則第72条の規定に よ り 、 各委員長申し 出の とお り 、 議会閉会中の継

続審査 を認めた い と思い ま すが、 ご異議あ り ませんか。

（ 議場 　異議な し の声 ）

○議 　 長

　異議な し と認め ま す。 よ って、 議会閉会中も各委員会の継続審査を認め る こ と

に決し ま し た。 以上で、 本定例会の日程は全部終了い た し ま し た。 こ こで、 町長

から挨拶を受けま す。

○町 　 長

　 えー12月定例会の閉会にあた り ま し て、 一言お礼と ご挨拶を申し上げた い と思

い ま す。 12月 4 日からの、 おー12月議会でござい ま し た。 それぞれ提案をお認め

い ただき ま た提出議案全て可決い ただき ま し た こ と、 あ りがた くお礼を申し上げ
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る 次第であ り ま す。 ま た各委員会に於き ま し て も、 それぞれさ きほど委員長さん

から発表があ り ま し た とお り 、 えーご審議を いただき、 要望など も精査されま し

た こ と を大変に町 と し て も う れし く思 う次第であ り ま す。 えーご存知の とお り大

変財政が厳し い折の なかの19年度、 も う あ と 3 箇月ち ょ っ と とい う こ とに なって

ま い り ま し た。 まあそんな なかでござい ま し て も、 私ど も も企業誘致 とい う こ と

でえーま た複数の企業に も来て いただい てお り ま す し、 更に ま た今進行中の企業

も あ るわけであ り ま すので、 ま た皆さん方も温か く えー発表に な り ま し た らお迎

えを いただきた い。 大小さ まざま な企業に も沢山来て きただきたい と こんな よ う

に思ってお り ま す。 え、 ま た子育て支援セン ターも非常にえー大勢の皆さん方が

活用いただい て登録も増えてきてお り ま す し、 更に ま た第 2 グレース フルも矢沢

原の方へ誘致できた の も今年度であ り ま す。 え更にはま た、 農業、 中山間総合整

備事業など も 20億 5,000 万円とい う こ とで、 長野県一番 ト ッ プを切る 高額の事業

導入であ り ま し たが、 無事竣工を 見 る こ と ができ ま し て皆様方の温かい、 えー見

守 り と ご支援に感謝を申し上げる 次第であ り ま す。 ま たかねてから、 懸案であ り

ま し た駅前の下水道に も今着工があース ター ト を切った と こ ろであ り ま し て、 ま

た も う 20年度掛けて の なかで終了し、 えー辰野町の下水道だいた いから全部終わ

るかな とい う と こ ろに漕ぎ着けて きてお り ま す。 ま た ソ フ ト事業 と し た し ま し て

は、 日本福祉大学 と辰野高校そ し て ま た町、 三者連携の なかで協定が結ばれま し

てえーま た町へも福祉大学から来てい ただいた り 、 ま た町のそれぞれの辰野高校

の学生もあち らへ行って勉強し てみた り 、 更にはま た推薦入学枠など も辰野町出

身の皆さんには、 辰野高校だけで な く て併せて少しずつ持って、 お願い申し上げ

たい と こんなふ う な状況下にあ り ま す。 えーお金掛ける こ と も大事です し、 掛け

な く て もいろんなあの大事な ソ フ ト事業他あ るわけであ り ま すので、 是非一つ今

後も ご理解いただい てご支援いただき、 そ し て ま た住民の皆さん方に も こ う い う

協働の時代であ り ま すので、 全部は とれな く て も こんな こ と を今進め て い る とい

う こ と を ま たお話い ただき、 ご理解を いただきた い と こんなふ う に思って い る 次

第であ り ま す。 えー皆さん方の今後も ま た、 町に対 し ま す温かいご理解を厚 くお

願い を申し上げま し て、 えー12月議会最終にあた り ま し て のご挨拶に させて いた

だき ま す。 大変にあ り が と う ござい ま し た。
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○議 　 長

　以上で本日の会議を 閉じ ま す。 これを もち ま し て、 12月 4 日に開会いた し ま し

た、 平成19年第 7 回辰野町議会、 定例会を 閉会 といた し ま す。 14日間にわる 長丁

場、 大変ご苦労さ ま で し た。 　 　 　 　 　 　 　

１ １ . 閉会の時期

　 　 平成19年12月17日 　 4 時08分 　 閉会 　

　 　 この議事録は、 議会事務局長 　竹入俊男、 庶務係長 　飯澤誠の記録 し た もので

　 あって、 内容が正確であ る こ と を認め、 こ こに署名す る。

平成 　 　 年 　 　 　 月 　 日

　

辰野町議会議長

署名議員 　 　 　 番

　 　 　 　署名議員 　 　 　 番
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